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被扶養者の認定における収入の取扱いに係る変更ついて（通知） 

 

日頃より、当共済組合の業務につきまして、格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

健康保険の被保険者に扶養される者の収入確認については、当共済組合の運営方針等に

より、それぞれ御対応いただいているところです。 

その上で、標記の件について、変更点がありますので下記のとおり、お知らせいたしま

す。 

記 

１. 当面の対応とされていた「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく「事業主の証明

による被扶養者認定の円滑化」を当面の対応ではなく、恒久化すること。(注 1) 

２. 令和８年４月１日以降、給与収入のみ
．．

を有する者を被扶養者として認定する場合の「収

入」を労働契約の書面上から想定される範囲に限定すること。（注 2） 

 

注１） 「年収の壁・支援強化パッケージ」については、制度自体の変更はありませんので、

従来どおり、「事業主の証明による被扶養者認定」及び添付書類の提出が必須となり

ます。 

    詳しくは、厚生労働省の公式サイト 年収の壁・支援強化パッケージ「130 万円の壁」

への対応 http://mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html を御確認ください。 

    また、書類を提出されたとしても認定審査を行いますので、必ずしも認定されると

は限りません。 

注２） 従来どおり、認定基準額の変更はありませんので、御注意ください。 
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